
みよし市剣道連盟会員及び関係各位 令和 ５年  ９月  ３日
み よ し 市 剣 道 連 盟

理事長　倉成 健治

　下記の通り開催しますので多数ご参加ください。

１ 主 催 ︓ みよし市剣道連盟 後　　　援  ︓ みよし市スポーツ協会
２ 期 日 ︓ 令和 ５年１０月 １５日（日）

受付　午前８時４５分～　　　開会　午前９時３０分
３ 会 場 ︓ みよし市立三好中学校　体育館

住所︓みよし市三好町宮ノ越42番地
４ 試合方法 ︓ 個人戦（参加状況により部門を変更することがあります）

①初心者の部　※防具無し
②小学生低学年の部（小学1～4年生） ④中学生男子の部
③小学生高学年の部（小学5～6年生） ⑤中学生女子の部
⑥一般男子の部（高校生以上５段以下） ⑦一般女子の部（高校生以上５段以下）

︓ 団体戦（小学生及び中学女子の部は３人制とします）
①小学生の部
②中学生男子の部（男女混合不可） ③中学生女子の部（男女混合不可）
※団体戦の参加チームは、大会当日オーダー表と目印を持参して下さい。
※団体戦について、参加チーム数の制限はありません。
※参加チーム状況により部門を変更することがあります。

５ 競技方法 ︓ 全日本剣道連盟試合規則並びに審判規則に準じます。（コロナ禍対応）
６ 表 彰 ︓ 各種目の優勝、第２位、第３位を表彰します。

（参加者が少ない種目については、優勝のみや第２位までとする場合があります。）
７ 参加資格 ︓ みよし市剣道連盟会員、または市内在住、在学、在勤、在剣連所属団体の方。
８ 参 加 費 ︓ ①連盟会員　５００円/人　　②連盟会員以外　１,０００円/人

※選手が団体・個人戦の両方に参加の場合も追加金は不要。
９ 申 込 先 ︓ みよし市剣道連盟　　事務局　　小林　恒夫

TEL︓090-8867-6850　　FAX︓0561-32-4741
Mail︓kobatsune.77@gmail.com
〒470-0224 みよし市三好町天王27-6
指定の申込用紙等は、当剣連ホームページよりダウンロードして下さい。
各団体でまとめて申し込み下さい。(メール、FAX又は郵送）

１０ 申込期限 ︓ 令和 ５年 ９月 ２３日（土）厳守　《参加費は当日ご持参下さい。》
１１ 注意事項 ︓ ①別紙大会詳細・遵守事項を必ず熟読して下さい。後日、追加事項を配信します。

②本大会における障害・傷病等については、応急処置はしますが
　以後の責任は負いません。
（注)主催者側として最低限のスポーツ保険には入っておりますが、
　　　各自においても保険加入等の備えを行って下さい。
③当日は、弁当、お茶、履物入れ、ゴミ入れ等を各自で用意してください。
④喫煙は、校内禁煙です。必ず所定の場所（校外)でお願いします。

以上

　第１７回　みよし市剣道大会の開催について（通知）

記



参加者・関係各位 みよし市剣道連盟　 

理事長　倉成 健治

○以下の事項に該当する場合は参加を見合わせること。

    □体調がよくない場合（例：発熱・咳・咽頭痛などの症状がある場合） 

       体温が３７．５度以上ある人や３７度以上あり且つ風邪症状がある人 

〇体育館への入場制限は設けませんが、各自で感染予防対策を考慮して行動して下さい。

　  □試合場周辺(選手待機場所）には、監督又は責任者(保護者)１名とします。

　　□応援する場合は次の試合者の妨げにならないよう、後方から行うこと。

　　□応援する場合は声を出さずに拍手のみで行うこと。

○体育館の入場者は、入場リストとなる『入場者確認票』を受付にて提出してください。

○体育館に入場する者はマスクの着用を推奨します。

　 □選手が試合を行う時は面マスク又はマウスシールドを必ず着用すること。

○靴を入れる袋を持参して、各自で靴の管理をすること。

○開会式前のアップの時間は当日の状況にて判断します。

○試合者は、鍔ぜり合いを避けること。接触した瞬間の引き技や体当たりからの技は認めますが、

　 鍔ぜり合いになった瞬間に技が出ない場合は、試合者自ら積極的に分かれてください。

　 審判員の「分かれ」の宣告を待つのではなく、試合者双方で分かれる努力をしてください。

　　□分かれる際は、お互いの剣先が完全に触れない位置まで下がること。

　　□分かれる際は、剣先を開いたり、下げて分かれないこと。

　　□分かれる際は、双方がバラバラに下がらない。また、双方が徐々に下がるのではなく、

　　　 正しい「つば(鍔)競り合い」から鍔と鍔で競い合う(押し合う)力を利用して一気に下がる。

　　□分かれる途中に相手の竹刀を「叩いたり」「巻いたり」「逆交差」をしないこと。

　　□分かれる際、相手だけに下がらせて自分が下がらない行為は反則です。

　　□分かれる相手に対しての引き技は有効打突になりません。

　　□一方が分かれようとしている場合に追い込んで打突する行為や、分かれようと見せかけて

　　　 引き技を打突する行為は反則の対象です。

  　　□意図的な時間空費や防御姿勢（勝負の回避）による相手に接近する行為は反則です。

○こまめな手洗い、アルコール等による手指消毒を実施すること。

○ごみ袋は自分で用意し持参した物、ごみは必ず持ち帰り会場内で捨てないこと。

○大会を開催するにあたりに主催者が決めたその他の措置の遵守、主催者の支持に従うこと。

○愛知県剣道連盟の「今後の剣道活動に向けて（Ｒ5.7.17改訂）」に沿って行います。

大会における参加者および関係者が遵守すべき事項


